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伝達事項（介護保険課） 

 

Ⅰ 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売に係る留意事項について 

 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の取り扱いについて、問い合わせが多い項目を中心

に、当市の見解を周知しますので、ご確認の上、適正なサービス提供に努めていただきます

ようお願いします。 

 

（1）福祉用具貸与例外給付申請の提出時期について 

原則として、利用開始前に申請してください。 
ただし、認定結果が出る前に利用していた場合、主治医の所見を得るのに時間がかかった

場合などは、申請月の前月 1 日までさかのぼって確認を出すことは可能です。 
やむを得ない事情で提出がそれ以上遅れる場合は必ず連絡をしてください。連絡がなか

った場合は、さかのぼって確認を出すことができませんので、ご注意ください。 
 
※要介護認定の新規（区分変更）申請中の場合は、認定の結果が出てから申請してください

（提出期限は認定日の属する月の翌月末までです）。ただし、医師への意見の聴取、貸与の

必要性の検討等、例外給付の対象になるかの判断は、必ず貸与開始前に行ってください。 
 

（2）特定福祉用具販売の「浴槽内椅子」の取扱いについて 
特定福祉用具販売の「浴槽内椅子」は、浴槽内での立ち上がりを容易にすることを目的と

した福祉用具です。よって、浴槽に入るための踏み台としての用途を目的とした購入は認め

られません。 

なお、平成 26年度第 1回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会において、入浴用踏み

台の検討がなされたところ、またぐ動作のリスクが高いこと、一般的に普及していることか

ら給付対象にはしないと結論付けられました。またぎ動作に困難がある場合は、入浴台（バ

スボード）や浴槽用手すりの利用をご検討ください。 
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Ⅱ ケアプラン点検結果について 

 西宮市では介護給付適正化事業として、ケアプランの点検を行っています。ケアプランの

点検において指摘した主な事項を報告しますので、ケアプランの作成を行う際の参考とし

てください。 

 

 ＜主な指摘事項＞ 

 

○アセスメント内容が不十分 

…利用者基本情報の記載が少ないことが多いが、当該項目は利用者のこれまでの生

活歴や価値観の把握に有効であり、ニーズの把握をする上で重要な要素である。 

 

○長期目標と短期目標の期間が同じ（居宅介護サービス計画書第 2 表） 

…短期目標は長期目標を達成するための段階的な目標、期間を設定するものである。 

 

○支援経過記録の書き方について 

  …全体的に主語が抜け、誰が何をしたかがわかりにくい記録が見受けられる。活動

したことを明確にするためにも、5W1H を意識すること。 

 

○モニタリング結果の記録内容の不足 

 …「お変わりない」など、一言だけの記録がたびたび見受けられる。利用者の状態や

提供サービスについての評価、今後の支援の方向性など、結果内容をしっかり記録

すること。また、モニタリングの結果の記録について、居宅支援経過記録等に記録

する場合は、当該モニタリングとその他の記録が混在しないように明確に区分し

て記録すること。 

  なお、モニタリング結果として記録すべき事項は以下の通り。 

・訪問日時、訪問場所、訪問者 

・面接の相手 

・居宅サービス計画の実施状況（利用者の解決すべき課題や設定した目標に即し

た適切なサービス提供が実施されているか等） 

・利用者についての継続的なアセスメント（利用者の有する日常生活上の能力や

利用者の解決すべき課題に変化がないか等） 

 

 〇サービス利用票について（居宅サービス計画第 6 表） 

  …令和 3 年 4 月に「利用者確認」欄が削除されましたが、署名などの利用者の確認

は必要ですので、ご注意ください。 
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Ⅲ ケアマネジャーハンドブックについて 

 西宮市では、ケアマネジャーの方の業務の支援を目的とし、ケアマネジャーハンドブック

を作成しています。このたび、ケアマネジャーハンドブックの内容を一部改訂いたしました

のでお知らせします。 

 

1．ケアマネジャーハンドブックの主な掲載内容 

（1）ケアマネジャーの基本的業務について 

（2）介護給付費の請求業務について 

（3）介護保険サービス Q＆A 

（4）要介護認定について 

（5）現物給付以外の保険給付について（福祉用具、住宅改修など） 

（6）介護保険以外の高齢者施策について 

 

2．主な改訂内容 

（1）利用者負担の軽減制度の確認 

（2）ケアプラン作成における注意点 

（3）介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の委託 

（4）介護保険サービス Q＆A 

（5）高齢者福祉サービス 

 

3．掲載場所 

 西宮市ホームページ（ページ番号：54953966） 

 ※紙媒体はご用意していません。業務の際には、ホームページに掲載の PDF データを印刷

してご活用ください。 

 

以 上 

 

【問合せ先】 

西宮市 介護保険課 

給付・適正化チーム 

℡0798-35-3048 

 


